
相　談 日　時 問合せ先

①

弁護士による
京都市民法律相談

毎週水曜日
（閉庁日を除く）
13:15～15:15

区まちづくり推進担当
（☎592-3088）

※予約（問合せ先に電話または来所）
相談日の週の月・火曜日9:00～17:00
相談日当日9:00～14:45　※定員12名（先着順）

② 行政書士の市民
困りごと無料相談

4月20日（火）
5月18日（火）
13:30～16:00

京都府行政書士会
第６支部事務局
（☎692-2500）

③ 司法書士による
無料登記・法律相談

5月11日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（☎255-2566）

④ 無料行政相談 5月13日（木）
13:30～16:00

京都行政監視行政相談
センター
（☎802-1100）

⑤ こころの相談
（精神保健福祉相談）

毎月第１～４
金曜日
（閉庁日を除く）
13:30～15:00

区障害保健福祉課
（☎592-3479）

※ ①～④は山科区役所2階 第2会議室、⑤は山科
区役所1階 障害保健福祉課相談室で実施
※相談時は必ずマスクを着用してください。

●　保険・年金　●
■国民健康保険からのお知らせ
　国保の口座振替の手続にはペイジー口座振替
受付サービスが便利です。ペイジー口座振替受
付サービスとは、対象金融機関のキャッシュカード
で簡単に口座振替の申込手続ができるサービス
です。ぜひご利用ください（後期高齢者医療制度
は対象外）。
問区保険年金課 資格担当（☎592-3105）
■国民年金の学生納付特例制度
　国民年金加入中の学生の方で、本人に前年の所
得がない又は基準以下の場合は、申請して承認さ
れることにより、国民年金保険料の納付が猶予さ
れます。申請される場合は、学生証等が必要です。
　区役所の保険年金課のほか、在学中の学校でも
手続ができる場合があります。
問区保険年金課 保険給付・年金担当（☎592-3109）
■後期高齢者医療制度からのお知らせ
　令和3年度の後期高齢者医療保険料の総額は、
7月に通知します。納付方法は、次のいずれかにな
ります。
ア�特別徴収（年金からの引落し）の方
　令和3年2月に保険料を特別徴収された方は、2
月と同額が、4月、6月、8月の年金から特別徴収（仮
徴収）されます。10月以降に納付いただく保険料
額は、7月の通知でお知らせします。
　なお、令和3年4月から新たに保険料が特別徴
収される方は、4月に別途お知らせします。
イ�普通徴収（納付書による納付又は口座振替）の方
　4月～6月の納付はなく、7月の通知で納期ごと
の保険料額をお知らせします。
問区保険年金課 資格担当（☎592-3105）
■令和3年度介護保険料通知書をお送りします。
　第１号被保険者（65歳以上）の方へ、介護保険料
の通知書を４月下旬までにお送りします。
　年金からの引落し（特別徴収）又は口座振替に該
当しない方は、同封の納付書で納付してください。
　今回の通知書でお知らせする保険料は、令和2
年度の市民税をもとに仮計算したものですので、
令和3年度の市民税確定後の7月に計算し直し、
通知書をお送りします。
　なお、令和元年中に一時的な所得があり、令和

2年度の保険料が大きく増加した方は、申請により
令和3年8月以降の年金からの特別徴収額（仮徴
収額）を変更できる場合があります。申請手続は5
月末までに下記問合せ先にて行ってください。
問区健康長寿推進課 高齢介護保険担当（☎592-3290）

●　健康・長寿　●
■献血のお知らせ
●西野献血会
時 5月6日（木）9:30～11:30
場山科市営住宅集会所（第2棟）
問区健康長寿推進課 地域支援担当（☎592-3214）
■成人・妊婦歯科相談
　一度、お口の健康をチェックしてみませんか？
お口のことで困ったことがあればご相談ください！
（なお、歯科医院についての紹介や相談等はお受
けできません。）
時 4月23日(金)9：00～10：30
対 18歳以上の方、妊産婦の方
費無料　申不要
場山科区役所１階 健康長寿推進課
問区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（☎592-3222）

●　子育て　●
■子育て支援短期利用事業のご案内
　京都市では、保護者が疾病等で一時的に子ども
の養育が困難となった場合や育児疲れのリフレッ
シュとして、児童養護施設等で児童を最大6泊7日
まで預かる「ショートステイ事業」と、17時から22
時の間一時的に預かる「トワイライトステイ事業」
を実施しています。必要な方はご相談ください。
費ショートステイ事業：2歳未満5,350円／日

2歳以上2,750円／日
トワイライトステイ事業：750円／日
※別途、年齢に応じた食費相当額が必要です。
※ ひとり親世帯、市民税非課税世帯、生活保護
世帯等に対する減免制度があります。

問区子どもはぐくみ室 子育て相談担当（☎592-3259）

●　お知らせ　●
■環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」
　ごみ処理・再資源化施設の見学を通じてごみの
減量や分別の理解を深め、環境にやさしいライフ
スタイルについて考えていただくツアーへの参加
団体を募集します。
実施期間 令和4年3月31日（木）まで
場京都市内の指定された環境施設   
（詳しくは 問まで）

費無料※京エコロジーセンターでのエコクッキン
グは材料費が必要

申・問山科エコまちステーション（☎366-0184）
■めざせ、エコイベント！
　「エコイベント登録」をしませんか？
　「リユース食器」を使用することでイベントでの
ごみを減らし、「リユースごみ箱」を使用することで
イベントでのごみの分別を推進します。これらの
活用で、イベント経費も環境への負荷も軽くしま
しょう！
費「エコイベント登録」、「リユースごみ箱」の貸出は
無料。「リユース食器」はリース事業者よりレン
タルし、リユース食器導入費用の2分の1（上限
50万円）を助成。

申・問山科エコまちステーション（☎366-0184）
■ごみ減量の取組に対する助成制度
❶コミュニティ回収登録団体等の募集
　地域で自主的に古紙類・古着類などを回収する
10世帯以上の住民団体（マンション管理組合を含
む）及びマンションの所有者・管理会社に対して
助成金を交付するコミュニティ回収制度への登録
団体等を募集します。
助成額
住民団体：年間上限15,000円（応募時期により異
なる）
マンション所有者・管理会社：年間上限50,000円、
管理共同住宅の1棟目は15,000円、 2棟目以降
8棟目まで1棟ごとに5,000円ずつ加算（応募時
期により異なる）
申令和4年3月31日（木）までに 問で配布の申請

書に記入し提出（先着順）。
問

団　体 問合せ先

住民団体 山科エコまちステーション
（☎366-0184）

マンション所有者・管理会社 市まち美化推進課
（☎213-4960）

❷使用済てんぷら油回収登録団体等募集
　家庭から排出される使用済てんぷら油を定期的
に回収する住民団体・個人に助成を行います。
助成額 年間基本額5,000円（応募時期・回収拠点
数により異なる。）
申令和4年3月31日（木）までに 問で配布の申請
書に記入し提出（先着順）。

問山科エコまちステーション（☎366-0184）
❸落ち葉等堆肥化活動団体募集（全市で７団体）
　落ち葉などの堆肥化を行う概ね10世帯以上で
構成する住民団体に助成を行います。
助成額 年間上限50,000円
申令和4年2月28日（月）までに 問で配布の申請
書に記入し提出（先着順）。

問山科エコまちステーション（☎366-0184）
■資源物の移動式拠点回収
　リサイクル可能な「資源物」を、まち美化事務所
が地域の身近な場所に出向いて回収します！

月　日 場　所

4月22日（木） 風呂尻公園（勧修寺風呂尻町137）
早稲ノ内公園（大宅関生町50）

4月23日（金） 音羽小学校（音羽森廻リ町32）
小金塚集会所（四ノ宮小金塚1-7）

5月6日（木） 川田公園（川田前畑町20-1）
桜ノ馬場公園（西野山桜ノ馬場254）

5月13日（木） 谷田公園（小山谷田町44-6）
大塚南溝公園（大塚南溝町30-5）

5月18日（火） 安朱広場（安朱馬場ノ東町46-2）
ラクト山科公園（安朱南屋敷町34）

※時間はいずれも14:00～15:00
問山科まち美化事務所（☎573-2457） 
山科エコまちステーション（☎366-0184）
山科図書館（☎581-0503）

■赤ちゃんの会-だっこくらぶ-
時 5月10日（月）11：00～
内絵本の読み聞かせやふれあいあそび他
■おたのしみ会
時 5月15日（土）11：00～
内絵本の読み聞かせ他
■赤ちゃんの会-トコトコくらぶ-
時 5月17日（月）11：00～
内絵本の読み聞かせや手あそび他
■テーマ図書の展示と貸出
4月　一般書「新しい生活」児童書「おでかけ」
5月　一般書「憲法」「読んで旅をする」

児童書「はなとむし」

移動図書館（☎801-4196）
■「こじか号」巡回
4月26日（月）
10：00～10：50 場西野山分譲集会所前
11：10～11：40 場山階南小学校
13：00～13：40 場陵ヶ岡小学校
4月28日（水）
10：00～10：40 場大塚小学校
11：00～11：40 場大宅小学校

時 ＝日時 対 ＝対象 費 ＝費用 申 ＝申込方法
場 ＝場所 内 ＝内容 問 ＝問合せ先
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（3）　令和3年４月15日　　第30４号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　山科区版 総人口／�134,029人
　男性／� 63,463人
　女性／� 70,566人

世帯数／63,269世帯
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市民しんぶん山科区版３月１５日号に関する
訂正とお詫び

　３面記事「京都市重度障害者タクシー利用
券の継続交付について」内で、内容の誤りが
ありましたので、以下のとおり訂正し、お詫び
します。
誤　療養手帳　正　療育手帳
問区総務・防災担当（☎592-3066）


